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文部科学大臣認定「職業実践力育成プログラム」 

「職業実践力育成プログラム」（BP) とは、大学・大学院・短期大学・

高等専門学校におけるプログラムの受講を通じた社会人の職業に

必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的として、大学等におけ

る社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラム

を文部科学大臣が認定するものです。 

聖隷クリストファー大学大学院では、以下の2課程（2年課程）が「職業実践力育成
プログラム」に認定されました。 

（2024年12月認定） 

看護学研究科看護学専攻博士前期課程 

高度実践看護コース専門看護師プログラム在宅看護学領域 

リハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻博士前期課程 

理学療法学分野 

看護学研究科看護学専攻博士前期課程修士論文コース 

看護学研究科看護学専攻博士前期課程高度実践看護コース専門看護師プログラムがん看護学領域 

看護学研究科看護学専攻博士前期課程高度実践看護コースプライマリケアNPプログラム 

日本看護系大学協議会の認定を受けた高度実践看護師教育課程（38単位教育課程、在宅看護）

において、ケアとキュアの融合による高度な知識・技術を駆使し、対象の治療・療養過程全般を管

理・実践できる、より水準の高い在宅看護専門看護師を育成します。 

  【得られる学位・資格】 修士（看護学） 

  【得られる学位・資格】 専門看護師認定審査受験資格（在宅看護、日本看護協会） 

理学療法学分野は、理学療法科学領域と理学療法開発学領域の2領域制としています。理学療法

科学領域は理学療法を科学的に分析し臨床力を高める力を、理学療法開発学領域は新たな視点

で更に新しい療法を開発する力を修得します。 

  【得られる学位】 修士（リハビリテーション科学） 

以下の3課程（2年課程）も「職業実践力育成プログラム」に認定されています。（2023年12月認定） 


